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２０１０（平成２２）年８月２６日 
全日本火災共済協同組合連合会 共済事業夏期研修会 

 

映画や事例から学ぶ－かしこい苦情処理 
               

坂和総合法律事務所  弁護士 坂  和  章  平 
 

はじめに 自己紹介  
  昭和２４年１月２６日 愛媛県松山市生まれ 
  昭和４６年３月    大阪大学法学部を卒業 
  昭和４７年４月    ２６期司法修習生 
  昭和４９年４月    大阪弁護士会弁護士登録 
  昭和５４年７月    坂和章平法律事務所（現・坂和総合法律事務所）を開設 
             一般民事事件多数。都市計画、まちづくり関係事件多数 
             共済・損保の交通事故の事件を多数処理 
  平成３年以降     大阪大学、愛媛大学、関西学院大学大学院司法研究科 

（法科大学院）などの大学、各種団体等で都市問題について 
講義講演など多数 
近畿交通共済、中国トラック交通共済、日本興亜損害保険の 
事件多数、交通事故関係の講演多数 

  平成９年３月     『Ｑ＆Ａ生命保険生命保険損害保険をめぐる法律と税務』（共著）

を出版 
  平成１３（２００１）年１０月 事務所のホームページを開設し、映画評論も公開 
  平成１７年１０月   『いまさら人に聞けない「交通事故示談」かしこいやり方』を出版 
  平成１４年６月    映画評論本『ＳＨＯＷ－ＨＥＹｼﾈﾏﾙｰﾑⅠ～二足のわらじをはきたくて～』を出版 

『シネマルーム』はパート２４まで出版 
近時は映画評論家としての講演多数 

平成１８年１１月   大阪地判平成１８年１１月２９日獲得 
（判タ１２３７号３０４頁） 

平成１９年１０月   北京電影学院にて特別講義 
平成１９年１１月９日～     大阪日日新聞にて 
平成２１年１２月２６日まで連載 「弁護士坂和章平のＬＡＷ ＤＥ ＳＨＯＷ」 
                を毎週金曜日（平成２０年４月から土曜日） 
平成２１年７月    中国で『取景中国』出版。４月から中国語を勉強中 
平成２２年３月    『名作映画から学ぶ裁判員制度』を出版 
平成２２年８月現在  『名作映画から学ぶ生き方（仮題）』を出版準備中 

弁護士業と映画評論家業の二足のわらじを履いて奮闘中 
 
第１章 総論（哲学論） 

第１ （共済組合の担当者として）交渉をするにあたっての心得 
 
 損害保険会社の仕事とは？ 
  ①保険料を徴収する。 
  ②契約者が事故を起こせば〔法律〕に従い、〔被害者〕に対して〔契約者＝加害者〕が支払

うべき〔適正〕な額の〔賠償金〕を支払う。 
     強いものにはたくさん支払い、弱いものには支払わないというのはダメ！ 
 
 
心得１ たくさんある事故処理のうちの１つだとして事務的に流さない。 
    ほったらかしは厳禁！ 

→保険屋に電話しても電話してこない。 
保険屋から何も連絡がないということのないように！ 

心得２ 紳士的な態度で接し、威圧感を与えない。被害者は賠償問題の処理については知らない
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のが当然という前提にたって、必要な資料などをイチから丁寧に説明する。治療や仮払

いの打ち切りの通知のタイミング・伝え方を工夫する。 
       →誠意を尽くす。口調は丁寧、物腰はやわらかく、を心がける。 
心得３ 示談案の提案などは誤解を避け、かつテーマをはっきりさせるためにも書面で行い、そ

の根拠となる資料もコピーを渡すようにする。 
       →相手方が第三者に相談しやすいようにする。 

説明をきちんと受けなかったとして、示談の無効または取消の主張をされる可

能性もあり。 
こちらから送った資料は必ず控えを残す。相手からもらった資料はいつ受領し

たかメモする。 
心得４ 過大な要求をされた場合は「できない」とはっきりと答え、期待をもたせるようなあい

まいな対応はしない。 
       →誠意は尽くすが、無理を言う相手には毅然とした態度で。 
心得５ 加害者（契約者）には自分が当事者であることを認識させる。 

 →情報を共有、事故状況の説明などの協力、普通の相手の場合はお見舞いを指示 
 

第２ 保険（自賠責保険・任意保険）の役割 
１ 交通事故処理の特徴 
だれもが交通事故の加害者にも、被害者にもなりうる（代替性）、くるま社会の中で保険（自賠責保

険・任意保険）の担う役割は重要→しかし任意保険の内容は複雑で一般人には理解しにくい。 
２ 保険のむずかしさ 

（1）自賠責保険と任意保険 
・自賠責保険の意義－被害者救済 
・任意保険の意義－自賠責保険の上乗せ 
・過失の判断の違い 
・消滅時効の期間の違い 
・慰謝料等基準の違い（自賠責保険＜任意保険＜裁判所） 

（2）任意保険の種類の多様さ 

保険名 カバーされる損害 

①対人賠償保険 他人の人身損害の賠償 

②対物賠償保険 他人の財物の物的損害の賠償 

③車両保険 自分の車の損害を補填 

④搭乗者傷害保険 保険契約をした車に搭乗中の人（運転手含む）の人身損害の賠償 

⑤自損事故保険 被保険者の単独事故の場合の人身損害を補填 

⑥無保険車傷害保険 

契約車に乗っている人が、①任意保険無加入、②加入していても保険金がおりない、③保険

限度額が損害額を下回る、④ひき逃げなど加害者がわからない、車との事故により人身損害

が生じた場合の損害を補填 

⑦人身傷害補償保険 
契約者とその家族が契約車もしくは他の車に搭乗中、または歩行中に事故に遭い、人身被害

が発生したときは過失の大小に関係なく、保険金額を限度に１００％損害を填補 

 
（3）１９９６年、保険の自由化 
①保険会社の統廃合、外資系保険会社の進出、②新商品の販売、③保険料率の自由化－日本の

護送船団方式の問題点が露呈、④保険金不払い問題噴出 
（4）保険会社担当者の能力 
①一般的な教育レベルの低下、とりわけ国語力の低下 
②コミュニケーション能力、交渉能力の低下 
③画一的処理、本部稟議の弊害 

３ 任意保険と自動車共済の異同 
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  共  済 保  険 

加入者の範囲と条件 
条件を満たし、出資金を払って組合員とな

ることにより、共済商品の利用ができる。 
不特定多数 

目  的 
組合員の文化的、経済的向上を目的とし、

その行う事業は組合員への最大奉仕を目

的とするなど。非営利。 

保険契約に基づき、経済的合理性の

もとに保障を行う事業 

 
 昭和４７年、運輸大臣の認可を得て、全国トラック交通共済協同組合連合会（交共連）設立 

－１５のトラック交通共済協同組合が会員 

  目的―トラック運送事業者と一緒に自動車事故の防止に努める。 

     事故が起きた場合には迅速かつ公正な被害者救済を目的とする組織 

 平成１３年３月２８日 国土交通大臣の認可を受け、自動車損害賠償責任共済事業に参入 

  

４ この問題提起をどう考える 
（二木雄策著『交通死』（岩波新書・１９９７年）より）  

 （１）生命に値段をつけるのは悪か？ 
 （２）任意保険の示談代行は悪か？ 
（３）弁護士に対するイメージ（正義の味方、弱者の味方）の弊害 

 
第２章 各論（具体論） 

第１ （担当者として）磨いて欲しい能力 
１ 聞き取り力 
  ①当事者の氏名・住所・電話番号、②担当の警察署、③事故状況、④目撃者の有無、⑤損害

の程度、⑥双方の言い分など基本データを正確に聞き取り、メモをとる。 
  相手方との交渉（特に後日もめそうな場合）は話の内容をまとめず、できるだけ、言葉のと

おりメモをする。 
   俺は毎月５００万円稼ぐから、休業損害は月額５００万円払ってや。うちの若いもんには 

血の気の多い奴おるしな～。→ ○ 
   休業損害として月額５００万円の要求あり。→× 
 
２ 争点整理能力 
  争点として考えられる主なもの 
   ①過失割合 
   ②事故との因果関係の有無 
     治療・休業の必要性 
     既往症の有無、○○万円の取引がダメになった  など 
   ③損害額 

  人損）事故前の収入 
     後遺障害の有無・その期間・喪失率 
  物損）全損か分損か 
     レンタカーの必要性 
     休車損害 
     格落ち損害 
  

３ 資料収集・整理能力 
 （1）基本的な資料の収集 
   ①事故の発生を確認→事故証明書の取り付け（人身事故の届出ｏｋか？） 

②被害者の確認 
人損は被害者本人（未成年者の場合は親権者） 

死亡事故の場合は相続人 
         →戸籍謄本の取り付け・チェック 
  物損はその物の所有者（車の場合は車検証を確認。名義と所有者が異なる場合は車検

証上の所有者・使用者の署名捺印ももらう必要あり） 
③加害者の確認 

資料２ 
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   人損→加害運転手本人（民法７０９条） 
      車両の保有者（自賠法３条） 
      業務中の事故の場合、使用者（民法７１５条） 
   物損→加害運転手本人（民法７０９条） 
      業務中の事故の場合、使用者（民法７１５条） 
 

（2）争点に応じた資料の収集 
   ①過失→運転手からの聞き取り・リサーチ・刑事記録（実況見分調書）の取り寄せ 
     刑事記録（実況見分調書）は被疑者の刑事処分が決まるまでは取り寄せ不可。 
     よって、運転手・相手からの聞き取りをする。図面の書き方指導。 

運転手には警察・検察庁から呼出しがあれば必ず報告するよう指示し、当日説明した

内容を忘れないうちにメモにするよう指示する。 
   ②共同不法行為者の有無 
  （人損） 

③治療の必要性→診断書・診療報酬明細書 
        相手方からの聞き取り、病状照会、リサーチ、カルテ取り寄せ 

⇒病状照会の同意書の取得 
   ④事故前の収入の信憑性→休業損害証明書・源泉・確定申告・その他立証資料の提出を促

す。相手方からの聞き取り。場合によれば、リサーチ 
   ⑤後遺障害の有無→後遺障害診断書・事前認定（被害者請求）の結果 

就労への影響の程度 など 
  （物損） 
   ⑥時価額→鑑定書、中古車市場価格 
    ⑦営業損害→売上・経費の資料、代替の可否 など 
 
（3）提出された資料の整理力 
   ・何が必要（大事）で、何が必要（大事）でないかを見極める。 
   ・インデックス、付箋などの活用 
    資料の１枚目にその資料はどういうものかをまとめたメモをつけるなど工夫する。 
   ・法則性をもたせて整理する。 
 
   資料をきちんと整理することにより 
    ①自分の理解の程度が確認できる。 

②治療打ち切り、休損打ち切り時期を見落とさない。 
    ③相手方、病院、修理会社などからもらうべき資料のチェック・提出がないものについ

て督促ができる。 
 
４ 記録の整理具体例 
 Ａ）Ａ方式（紐で綴じるタイプ） 
   ①交渉記録（右綴じで前から後ろへ発送した手紙、聞き取りメモ等を綴じていく） 
    聞き取りメモは原則手書き。相手に発送する手紙はパソコンで入力 
    坂和が出した文書は青いインデックス 

相手からきた文書は赤いインデックス 
②保険会社からもらった交渉経緯等の記録綴り 
③その他資料 
訴訟になれば①～③に加えて 
④裁判の書面綴り 
  原告が出した書面は青いインデックス 
  被告が出した書面は赤いインデックス 
⑤書証（証拠の書類・甲号証、乙号証）綴り 

Ｂ）Ｂ方式（紐で綴じるタイプ） 
  ①人損の原票→交渉メモはパソコン入力 

交渉メモ・事故証明・事故状況・診断書・レセプト・休業損害・その他の損害・既払・

事故速報の順で綴じてある。 
  ②物損の原票→交渉メモはパソコン入力 

交渉メモ・事故証明・事故状況・修理見積・レンタカー・その他の損害・事故速報の
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順で綴じてある。 
Ｃ）Ｃ方式（定型のファイルに綴じていくタイプ） 
  ①人損のファイル→ファイルの左側に契約内容の確認及び査定経緯・自賠責保険関係・請

求意思、事故の事実、損害賠償責任の関係の確認 
ファイルの右側に治療関係・看護料関係・休損、逸失利益関係・通院費、葬儀費関係、

その他領収証・初動関係の順に綴じるようになっている。 
  ②物損のファイル 
Ｄ）デタラメ方式 
  書類が表むいたり裏向いたり上下逆だったりする。 
  休業損害証明書は？と聞くと、もっている書類を１枚ずつめくって探さなければならな

い。 
 いつもらった資料なのかも全然わからない。 

    交渉のメモも書けてない。 
 
４ 判断力 
  見通しをつける。 
担当者レベルで解決困難な案件について弁護士に移管するタイミングを見極める。 
  当事者が多い（共同不法行為者間の過失の問題複雑）。 
  事故状況について言い分がまったく異なる。 

相手が明らかに過大要求・契約者のところに乗り込んできた。 
  運転手が念書を書かされた。 
  相手は事故慣れしている。 
  重傷・損害額大・裁判の見込み大。 
      →早い段階で弁護士に相談・委任 
    

５ 交渉力・人間力 
  示談＝人と人の交渉 
  普段から人間に興味をもって観察する。 
 
第２ リサーチ、科学鑑定、パソコンの活用は？ 
１ リサーチを上手に使おう！ 
（１）リサーチを依頼する場面 
①相手にも過失がある場合、双方が青信号主張をしている場合など言い分が食い違う場合 

   ②治療の必要性・休業の必要性について疑問がある場合 
③事故前の収入について疑問がある場合 

（２）時期を逃さない。調査に必要な同意書の取り付けは速やかに行う。 
   →万一相手が同意しない場合は、事故との因果関係、必要性があると認定できない

限り損害を請求されても認められない旨通知する必要あり。 
（３）費用対効果を考える。 
（４）リサーチ会社への情報の提供、調査経過について確認を密にとる。 

      →保険の担当者はリサーチに事故状況と損害の調査を依頼したと主張（口頭で依頼

したのみ。通常は依頼書を交付） 
  リサーチ会社は損害の調査の依頼は受けたが、事故状況については正式に受けて 
  ないと主張 

（５）リサーチの結果に振り回されない。 
 

２ 科学鑑定  
（１）その必要性 
・死亡事故など運転手が死亡している場合、衝突速度、衝突角度など本人からの聞き取り

ができない。 
 ・車両の損傷状況や部品の散乱の仕方、現場のスリップ痕などをみても素人では判断不能。 
（２）科学鑑定依頼の問題点 

     ・費用が高額 
     ・事故から時間が経過している場合は車両そのものや現場のスリッ

プ痕などはなく刑事記録等で判断 →どこまで正確？ 
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３ 交渉メモは手書きか？パソコン入力か？ 
   →近時、パソコン入力が主流 
（１）パソコン入力の長所 
   ・読みやすい。 
   ・万一、記録を紛失してもデータとして保存しているので再現可能。 
   ・入力しながら頭の中で内容を整理ができる。 
 （２）パソコン入力の短所 
   ・パソコンの操作が不得意な人には負担。 
   ・その場で作成しないため入力漏れの可能性あり。 

・聞き取り等したあとに入力するため二度手間。聞き取りをした時にメモをとってなけれ

ば内容を忘れる。 
   ・箇条書きになりがち。臨場感、その時のニュアンスが伝わりにくい。 
   ・事故状況などは図示した方がわかりやすい時もあるが、それは困難または手間がかかる。 
 
第３ 示談交渉の大変さ（『いまさら人に聞けない「交通事故示談」かしこいやり方』参照） 
１ その１ 加害者として注意すべきこと 

   ①加害者側は反省とお詫びの気持を忘れずに 
②説明は丁寧に 
③お詫びの気持を伝える 
④事故慣れしているタイプや被害者の過失が大きいときは 
専門家等に相談 
⑤印鑑は押すべからず 
２ その２ 被害者が注意すべきこと（２９～３０頁） 
①知識があり自分が信頼できる人に相談する 
②最後は自分で決断する 
③示談と裁判はどっちが得かよく考えよう 
④短気は損気 
⑤加害者に無理強いは避ける 
３ 争いになった場合の事実認定の大変さ 
（1）過失割合の判定（１０７～１１０頁） 

  事故の再現－速度、指示器を出した地点など当事者本人ですら正確なところはわからない。 
  （確認の方法） 
   ・裁判において当事者本人を尋問する中で信憑性をみる方法 
   ・実況見分調書もいい加減なものはあるが、客観的資料として威力あり 
   ・供述調書－不起訴となった場合は取り寄せ不能 
      ⇒（教訓）・記憶の鮮明なうちにメモをとること 
         ・現場保存、写真撮影、信号周期の確認など 

＊2008年 11月９日付法務省通達―2008年 12月１日施行の被害者参加制度の対象となる
重大事件に関し、不起訴処分となった事件についても被害者や遺族らに実況見分調書な

どの閲覧を認める運用開始 
（2）治療の必要性、因果関係（既往症・私病の影響） 
 神経的な痛みなど、被害者（患者）の主観によるもの。－治療の必要性？ 
（確認の方法） 
  ・早い段階から治療費打ち切り通知 
  ・交渉段階で担当医師に病状の照会、裁判において担当医師の尋問 
  ・カルテ、レントゲン写真の取り寄せ 
  ・後遺障害の等級認定 
   ⇒（教訓）・治療状況等をまめにチェック 
        ・治療打ち切りの意思表示を明確に 
（3）収入の立証（５４～５８頁、６８～６９頁、８５～８８頁） 
 会社役員の場合・過少申告の場合 
  逸失利益－後遺障害・死亡 
（確認の方法） 

   ・裁判において当事者本人を尋問する中で信憑性をみる方法 
・平均賃金、賃金センサス 

＜被害者の主張 ベスト３（？）＞ 
１ 「人に当てといてすいませんの一言もな

いし、会社からは一回も連絡もない。」 

２ 「怪我が治るまでしっかり治療して下さ

い」「治療費払います」と（運転手・会社

の担当者が）言った。 

３ 「弁護士に頼んだらしまいちゃうで」 

例えば・・・ 

年収１億円のＳ弁護士（５８歳）を死亡

させた場合の逸失利益は・・・ 

 

１億円×8.306（11 年ﾗｲﾌﾟﾆｯﾂ係数） 

×（１－０．３）＝約５億 8,142 万円 

⇒弁護士は死ぬまでできると主張し、認

められれば、さらにＵＰ！！ 
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  ⇒（教訓）・正しい申告 
 
第４ 交通事故が発生した場合の対応 

（『いまさら人に聞けない「交通事故示談」かしこいやり方』参照） 
１ 一般的法知識 
（1）加害者―①民事―運転手（民法 709条）、雇用主（民法 715条）、車の保有者（人損のみ）（自賠法３条） 
       ②刑事（不起訴・罰金・正式裁判） 
       ③行政（免許停止、免許取消など） 
（2）被害者―①本人、②本人死亡の場合は相続人、③物損の場合は物の所有者 
２ 具体的処理 
（1）運転手がすべきこと 
    ・事故現場－被害者の救護 安全な場所へ退避 １１０番 １１９番へ連絡 
          会社へ報告 「責任をもって弁償します」などの念書は書かない！ 
    ・事故状況（図面＋説明）、警察の事情聴取等メモ（できるだけ正確に） 
    ・会社や保険会社の担当者と打合せの上、被害者へのお見舞い 
（2）会社がすべきこと 
    ・運転手から事情聴取 
    ・任意保険会社に事故報告 
    ・保険会社の担当者と打合せの上、被害者へのお見舞い 
（3）賠償の流れ（示談代行付任意保険加入の場合） 
    保険契約者→保険会社へ事故報告→保険会社担当者から被害者へ連絡 
    ・人身損害については、事故によるケガの治癒もしくは症状固定をまって最終示談の話し合い 

→被害者に損害関係の資料の提出を求め、その信憑性を確認、治療・休業の必要性チェック 
    ・物的損害については、事故後すみやかに示談の話し合い 
      ⇒争点が多い、過大請求であるなどの場合は速やかに弁護士に依頼 

（示談代行付の保険の場合は弁護士費用も保険会社が負担する。但し、相手にも過

失があり、契約者の損害を請求するための弁護士費用は自己負担） 
 
３ 交通事故損害賠償請求の法的論点あれこれ 
      ①過失相殺・・・運転手からの聴き取り、警察の調べ・検事調べ時の指導の徹底 
      ②因果関係・・・交通事故によるものか、私病か？ 
      ③治療の必要性 

④休業損害・・・過少申告の自営業者、税金の申告をしていない日雇労働者など争い多い 
      ⑤後遺障害・・・後遺障害等級（１～１４級）に該当する後遺障害か？ 

⑥逸失利益・・・後遺障害＝収入×労働能力喪失期間に対応するﾗｲﾌﾟﾆｯﾂ係数×労働能力喪失率 
          死亡＝収入×就労可能年数に対応するﾗｲﾌﾟﾆｯﾂ係数×（１－生活費控除） 

中間利息控除５％妥当（Ｈ17.6.14最高裁判決） 
   ・2008年 10月 27日岡山地裁倉敷支部判決 
    ・・・性同一性障害の被害者（戸籍上は女性だが、事故前から男性ホルモ

ンの投与を受け、普段は男性として生活していた）の被害者につい

て高卒男子の平均賃金をもとに逸失利益を算出 
⑦慰謝料 ・・・傷害（入通院）慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料 

          裁判所の認定額高額化の兆し（従前は上限 3,000万円） 
Ｈ15．７月東京地裁は、飲酒運転の大型トラックに追突された乗用車が
炎上、女児２人が焼死した事故について女児１人あたり金 3,400万円
の死亡慰謝料を認定。（通常の 1.5倍）・・・東名高速飲酒運転事故 

 
 

        
交渉のタイミング 
①  事故後速やかに示談成立に向けた作業と話し合いに入る 
②もめる、もめないの判断基準例は？ 
③加害者側は損害の認定額を算定し被害者に提示する 
④被害者にレンタカーを提供しているときは？ 

（1）人損 

 
⑧修理代・経済全損 
⑨代車料・休車損害 
⑩格落ち損害 

（2）物損 
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質問 答え 

①時価額は 
時価は修理代より安いが、時価額では代わりの車は買えない。修理するのは

当然だ。 

②修理内容 事故前と全く同じ状態に修理するのが当然だ。 

③塗装 損傷の部分だけの塗装では逆に目立ってかっこ悪い。当然全塗装をしろ。 

④代車の車種 被害車両と同じ車を代車として提供するのは当然だ。 

⑤代車提供期間 
すぐに代車をもってこい。そしてきちんと修理が終わるまで代車を提供する

のは当然だ。 

⑥格落ち損害（１） 
下取りに出す時に事故車ということで値が下がる。当然その分は加害者に支

払ってもらう。 

⑦格落ち損害（２） 
半年前に買ったばかりの新車を当てられて縁起悪い。新車を賠償するのが当

然だ。 

      
 
 

第５ 弁護士活用術 
１ 弁護士のイメージは？ 

  「弁護士」のイメージは？－えらい人、すごい人、こわい人、 
法律のことは何でも知ってる人、裁判する人 

          →相手方に弁護士がついた場合でも恐れる必要なし。 

           弁護士も交通事故の処理にたけた人もいれば、知らない人もいる。 

           「弁護士」という肩書だけで恐れないこと！ 

 

２ 弁護士のタイプ別分類 

（1）書き弁ＶＳしゃべり弁 

（2）依頼者迎合型ＶＳ依頼者教育型 

 

３ 弁護士をうまく利用しよう！ 

（1）わからない、困ったことがあれば迷わず、相談する。 

 先のばしは問題を大きくするだけ！ 

（2）弁護士に依頼する→ポイントをつかむ。資料の整理・コピー 

           口頭＋書面で説明（理解できていなければ説明はできない。） 

（3）弁護士が対応中→動きがあれば弁護士にできるだけ書面で報告する（情報の共有化） 

        ⇒記録 という概念が大切！！  

 

４ 弁護士が出す書類のサンプル 

 ①受任通知（内容証明） 
 ②病状照会 

 ③打ち切り通知 
 ④示談案 
 ⑤示談書 

 

５ 坂和弁護士の自慢判例 

 ①阿倍野再開発訴訟の画期的意義 

［一 審］大阪地判昭和６１年３月２６日判時１２１５号２５頁 

［控訴審］大阪高判昭和６３年６月２４日判時１２８３号２１頁 

［上告審］最判平成４年１１月２６日判例地方自治１０８号５９頁 

 ②保険金請求事件 

  大阪地判平成１８年１１月２９日 

判タ１２３７号３０４頁  

  資料４ 
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第６ ザ 交通事故の現場と論点 
１ 論点いろいろ 

  『ザ・交通事故』（別冊宝島編集部編）より 
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２ 『実録（？） ザ・交通事故 イン 坂和総合法律事務所』 
（1）「だから言ったのに・・・」（欲張る乞食はもらいが少ない） 
    ・・・判決が交渉時の提示額以下だなんて・・・。 
（2）「大根役者じゃ金はとれません」（仮病はダメ） 
    ・・・仮払いに応じない腹いせ（？）に、「しんどい」と床に寝ころがり 

「救急車を呼んでくれ」と叫ぶ被害者。これに対して坂和弁護士は・・・。 
（3）「冷たいのがお好き？」（突き放しのタイミング） 
    ・・・１００万より１１０万、１１０万より１５０万、人間の欲はつきないもの。 
              最終示談にあたっては一定の幅はあるが、「これ以上はNO」とはっきり言う必要

あり。 
（4）「愛は金よりも・・・」（交通事故の二次被害） 
  ・・・愛する人が植物人間に！被害者は本人だけではなく家族らにも。離婚問題、相続

問題に発展することも・・・。 
（5）「正義は勝つ！」（クレームになんて負けません） 
    ・・・「親会社に言うぞ」「陸運局に訴える」「弁護士会に訴えてやる」に屈してはいけ

ません。正しい処理をしていれば問題はありません。 
（6）「普通のネクラが一番こわい・・・？」（最近の被害者の傾向） 
    ・・・ヤクザは意外に思い切りがいい？普通のネクラなタイプはネチネチと・・・。 
（7）「子供じゃないんだから」（立証責任・被害者感情） 
    ・・・損害の立証責任は被害者にあり。 
（8）「豚もおだてりゃ・・・」（交渉力の大切さ） 
    ・・・慰謝料には幅があるもの。こわい、きつい（？）弁護士も人の子。うま～く交渉

すれば「もう一声」もあるかも。 
（9）「当事者は臨場感のある報告を」（正確な報告の大切さ） 
   ・・・事故状況、交渉経緯は当事者しかわからないもの。それをいかに保険会社の担当

者や弁護士に伝えるかが大切。 
◎「金持ってこい。持ってこんかったら、知り合いようけおるし、夜道は気をつけや」と言われた。 
×「すぐお金をもってこい」と言われた。 

（参考）性同一性障害者の逸失利益～朝日新聞（2009.2.4）より  
 自転車で横断中乗用車にはねられ、高次脳機能障害と診断を受けた戸籍上は女性だが、男性

として生活する性同一性障害者の逸失利益の計算において、岡山地裁倉敷支部は男性労働者の

平均賃金を基準にして算定。（岡山地裁倉敷支部平成２０年１０月２７日判決） 
  

（参考）「男は顔じゃない！」は過去のものに？ シネマ２４ コラムより 資料５ 

 顔に著しい傷が残った際の労災補償で、女性に高い障害等級を認めるのは違憲だとして国に

障害補償給付処分の取り消しを求めた訴訟で、京都地裁が「合理的な理由なく性別による差別

的扱いをしており、憲法１４条違反」と判決を下した。（平成２２年５月２７日判決） 
 ２０１０年６月１０日、国が控訴を見送ったため、障害等級が見直されることになった

が・・・。 
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第３章 各論その２（事例から学ぼう！） 

第１ 事例１ 

１ メモをとってみよう！ 
  契約者から事故報告の一報あり。今から読みあげる内容をメモして下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ あなたならどうする？ 

（１）キーワードは？（争点探し） 

 ・信号のある交差点、当方直進、相手右折矢印で右折 

→別冊判タＮＯ16〔60〕〔61〕〔62〕〔63〕〔64〕〔65〕〔66〕 

 乗用車の運転手（Ｂ）のいうとおりの事故状況であればその過失割合は？ 

〔中国運送（Ａ）１００％：Ｂ ０％〕〔66〕の図 

・損害総額 

 

（２）相談者（中国運送 事故担当の山田）への質問は？ 

  ・現場の状況は？警察の現場検証は？（Ａ死亡。死人に口なし）目撃者の有無 

  ・Ａのトラックの損傷の程度（タコメーターの有無） 

・Ｂのケガは？Ｂの保険は？ 

・倉庫の損害の程度（Ａ・Ｂ以外のケガ人の有無。倉庫内に物はなかったか？） 

など 

（３）電話をきったあとの作業は？ 

 ・中国運送加入の保険の限度額（限度額オーバーの可能性の有無）確認 

 ・事故状況の確認(リサーチ依頼) 

 ・損害確認（リサーチ依頼）  

 ・Ｂに通知（過失相殺あり。具体的な過失は刑事処分の結果を待つ。Ｂの保険の有無。あ

る場合は保険会社と内容確認。第三者の損害についての窓口どうするか。こちらが窓口

になった場合は求償することの通知） 

 ・倉庫等第三者に通知（保険の有無、ある場合は保険会社と内容確認。損害資料依頼） 

    →早い段階で弁護士に相談し依頼すべき。 

（４）倉庫の所有者（倉田さん）から１２月１０日、次のような電話があり。あなたならど

のように対応する？ 

  倉田）１２月２日の事故で倉庫を燃やされた倉田やけど、手紙はもらったけど電話ない

しどうなってんのかな？ 

     → 運転手死亡してて事故状況の確認ができない。警察の調べもこれから。 

こちらの運転手に過失があった場合は当然適正な賠償はするが、現時点で

まだわからない。 

  倉田）倉庫の中はぐちゃぐちゃやし、かたづけどうなんの？ 

     → 倉田さんの方でやってもらって損害として請求してもらうしかない。  

       損害の確認はこちらからリサーチの担当者を行かせるので協力をお願いし

ます。 

  倉田）うち何も悪ないのにうちが片づけすんの？俺らの片づけの作業賃も払ってもらわ

な。 

     → 認められるかどうかはわからないが、この事故による損害だと主張するので

あればまずは資料を出して下さい。  

                          

  倉田）倉庫の柱、傾いてるし、ほっといたら倒壊するかもしれへんから倒れんように補

中国運送の事故担当の山田です。 
今日の午後１時頃に、広島市西区南観音の交差点でうちのトラックが右折の乗用車と衝突し

て、うちの車はその衝撃で防護柵にあたって道路沿いの倉庫にぶつかって横転して炎上して、

運転手は広島市民病院に搬送されましたけど即死みたいで。 
乗用車の運転手は右折の矢印がでて右折した言うてるみたいですけど、詳しいことはまだわか

りません。 
運転手がつっこんだ倉庫には車が何台か停まってたみたいで、何千万とかえらい損害になりそ

うですわ。今から現場に行こうと思いますけど、どないしたらよろしい？ 
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強するから。やってええね？ 

     → 応急修理はやってもらうより仕方がないが、修理の内容はリサーチが確認す

る。過失の問題もあるし、現時点でこちらが全額払うとはいえない。 

 

第２ 事例２ 
１ これからテープを流します。実際に対応してみて下さい。 

被害者中国花子さん（ホステス）は青信号で横断していたところ、赤信号無視の車両には

ねられ、入院中。３日前に休業損害証明書の提出はあったが、源泉なく信憑性疑問あり。

休業損害が入金にならないという電話です。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

２ 対応すべき論点は？ 

①証明さえ出ればいいというものではない。 

    ②被害者に立証責任がある。中国さんにどんな損害が生じたかはわからない。こちらが

具体的にこれを出してといえる立場ではない。 

    ③被害者だから適正な賠償をする。 

    ④内容を検討しているところ。すぐには回答できない。事故による損害であること、適

正な損害額であればそれは払う。 

    ⑤私は中国さんじゃないから私がどうかと聞かれても回答できない。 

    ⑥運転手に連絡しても運転手はわからない。保険入っている。私が窓口なので私と相談

することになるので、私と話して下さい。それでも連絡するようなら契約者と相談し

て弁護士さんに依頼することになる。 

 

第３ 事例３ 
１ これからテープを流します。実際に対応してみて下さい。 

被害者中国花子さん（学生）は信号待ちで停まっていたところ追突され車は全損（時価額

３０万円、修理代５５万円）になりました。車が欲しくてアルバイトしてようやく貯まっ

たお金で半年前に５０万円で中古車を購入したところでした。時価額の賠償になると手紙

を送ったところ、怒りの電話がかかってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 対応すべき論点は？ 

    ①残念ながら得はない。修理代が時価額を上回った場合は時価額の賠償になる。 

    ②残念ながら同じ車を用意することも修理することもできません。金銭での賠償になる。 

    ③レンタカーの提供は実質の買替相当期間。裁判になっても解決までは認められない。

○月○日までに返還しろ。返還がない場合は契約者と相談して弁護士に依頼ことにな

もしもし、中国花子やけど。①まだ入金ないけど、どうなってんの？あんたが出せと言うた休

業損害証明書も出したよね。入院して動かれへんから、友達に頼んでお店に取りにいってもら

って、言われるとおり出したのに。／②何が気に入らんの？働いてたのはまちがいないし、マ

マとかお客さんに聞いてくれたらええやん。他にいるもんあったら言うてくれた準備する。／

③私、被害者やで。なんで大怪我させられて仕事もでけへんようなって金も払ってもらわれへ

んの？／④資料出しても電話一本よこさんと。こっちから何で連絡せなあかんの？この電話代

も払ってよ。／ 
⑤あんた自分が私やったらどうなんよ。怒らんか？／⑥もうあんたじゃあかんわ。運転手にい

うわ。 

もしもし、中国花子です。手紙届きましたけど、３０万って何？ ①私、半年前に５０万で買

ってん。何で３０万なん？勝手にあたってきて、何で私が損せなあかんの？／ 
②お金じゃなくて、車もってきて。修理してくれてもいいし、同じ車もってきてくれてもええ

から。／③車もってきてくれるまでレンタカーは使うから。／④ちゃんとやってくれへんかっ

たら監督官庁に相談にいくわ。 
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る。 

    ④中国さんがするということをやめろとはいえないので、監督官庁から何らかの連絡が

あればしかるべき対応をする。ただ監督官庁から指導を受けるようなことはしていな

い。適正な処理をしていると考えています。 

 

第４章 厳罰化を考える 
第１ 近時のキーワードは厳罰化 

 交通事故の増加の歯止めとして厳罰化は有効か？ 
ｃｆ：反対論（高山俊吉弁護士・交通法科学研究会事務局長）あり  

 
第２ 厳罰化をキーワードとした近時の流れ（法改正）  

（1）平成 13年 11月 28日 改正刑法成立（危険運転致死傷罪新設 罰則強化） 
（2）平成 13（2001）年 12月 25日 危険運転致死傷罪（刑法２０８条の２）施行 
           →①ａアルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で 
             ｂ進行を制御することが困難な高速度で、またはその進行を制御する技

能を有しないで 
             ｃ人または車の進行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、

その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険

を生じさせる速度で 
             ｄ赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通

の危険を生じさせる速度で 
            ②四輪以上の自動車を走行させ、よって、 
            ③人を負傷させた者は１５年以下の懲役（Ｈ16.12.末までは１０年 注１） 
             人を死亡させた者は１年以上の有期懲役（＝２０年以下） 

（最大２０年 Ｈ16.12.末までは１５年 注１）に処する。 
（注１） Ｈ１６刑法改正（Ｈ17.1.1施行） 

（3）平成 14年６月１日 改正道路交通法施行（飲酒運転の罰金アップ）  
酒気帯び運転 ５万以下→３０万以下 
飲酒運転   １０万以下→５０万以下 
酒気帯びの取締基準 呼気１ℓ中、0.25㎜／㌘→0.15㎜／㌘ 

（4）平成 16年６月３日 改正道路交通法が成立 
（Ｈ16.11.1施行）①運転中の携帯電話使用 

 交通の危機を生じさせた場合、３ｶ月以下の懲役または罰金５万円以下 
  →これに加え、運転中に携帯電話を使用した場合罰金５万円以下を新設 

②飲酒運転検知拒否 罰金５万円以下→罰金３０万円以下 
③集団暴走行為自体が禁止 ２年以下の懲役または５０万円以下の罰金 
④取締制度など 

（Ｈ18.6.1施行） ①違法駐車対策（放置車両に係る使用者責任の拡充・民間委託） 
（Ｈ19.6.2施行） ①中型自動車・中型免許の新設  

（5）平成１９年５月 刑法の一部改正（６月１２日施行） 
            ☆自動車運転過失致死傷罪の新設 

刑法２１１条２項 
   「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、 

７年以下の懲役もしくは禁錮または１００万円以下の罰金に処する。 
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することがで

きる」 
最高懲役５年→７年（逮捕監禁罪や未成年者略取誘拐罪などと同じ） 
危険運転致死傷罪（２０年）→故意に危険な運転をした者 
自動車運転過失致死傷罪（７年）→脇見、速度超過などでも該当しうる 

  ☆危険運転致死傷罪の改正 
           ４輪以上の自動車→自動車（自動二輪、原付も含まれる） 
（6）平成 19年９月 19日  改正道路交通法施行  

☆酒気帯び・酒酔い運転とひき逃げの罰則→上限を現行の約２倍 
☆運転者と一緒に酒を飲んだ同乗者や運転者に酒や車を提供した人 
への罰則規定新設 

ｃｆ） 
刑法２１１条１項 
（業務上過失致死傷等） 
業務上必要な注意を怠り、よって人を

死傷させた者は５年以下の懲役もし

くは禁錮または１００万円以下の罰

金に処する。重大な過失により人を死

傷させた者も同様とする。 

ｃｆ） 
刑法２１１条１項 
（業務上過失致死傷等） 
業務上必要な注意を怠り、よって人

を死傷させた者は５年以下の懲役も

しくは禁錮または１００万円以下の

罰金に処する。重大な過失により人

を死傷させた者も同様とする。 
 

資料６ 
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（7）平成 20年６月１日  改正道路交通法施行 
              ・後部座席のシートベルト着用義務化 
              ・もみじマーク（７５歳以上の高齢者の運転）表示の義務化 
              ・自転車の交通ルールの変更 

（8）平成 21年６月１日    道路交通法施行令改正     
      現  行  改正後 

呼気１ℓ中0.25㎎以

上 

免許停止 

９０日 
免許取消 

酒気帯び

運転 呼気１ℓ中 0.15～

0.25 ㎎未満 

免許停止 

３０日 

免許停止９０日 

人身事故を伴うと免許取消 

危険運転致死 ８年 

危険運転致傷 
５年 

５～７年 

酒酔い事故 

欠

格

期

間 ２～５年 

 

 

３～７年 

ひき逃げを

伴うと１０年 

      
第３ 厳罰化の定着とその効果  

  （1）平成 14年１月９日  Ｈ13.12.26発生の三重県鈴鹿市での死亡事故（猛スピードで車数台を追い
越し、信号無視でワゴン車につっこみ１人死亡、２人重傷）に初の危険運

転致死傷罪適用し加害者逮捕 
（2）平成 15年 10月６日  千葉地裁松戸支部はＨ14.12月、千葉県松戸市での飲酒運転による５人死

亡事故（危険運転致死傷罪）に最高刑の懲役１５年言渡 
（3）平成 19年 6月 12日  羽曳野市でオートバイと衝突事故を起こしそのまま逃げた男に対して自動

車運転過失致死傷罪施行初日に適用 
（4）平成 19年６月 12日    酒気帯び運転で事故を起こしたとして道路交通法違反と業務上過失致死傷

罪に問われた男に対し、検察側が推計算したアルコール濃度は信用性に疑問

があるとして酒気帯びについて無罪判決言渡（大阪地裁） 
（5）平成 20年９月 19日 飲酒運転のＲＶが高校生らの列に突っ込み、３人死亡、１５人が重軽傷

を負った事故で同乗者（一度は不起訴になったが検察審査会の不起訴不

当の議決を受け、在宅起訴）に罰金２５万円（求刑懲役１年６月）の判

決言渡し⇒酒酔い運転の幇助に限定   
（6）平成 20年 11月 12日 約５時間にわたりビールや焼酎を飲み、時速１００㎞以上で運転。対

向車２台に衝突し、２名死亡、６名に重軽傷を負わせた男に対して、危

険運転を認定（さいたま地裁） 
 
第４ 危険運転致死傷罪の現局面での問題点 

    （１）尼崎飲酒３人死亡事故（長時間飲酒後、ワゴン車を運転し県道脇を歩行中の歩行者をはねて即死

させ、さらにタクシーと衝突し運転手と乗客を死亡させた事故）の判決言渡し（Ｈ19.12.20）。 
        「危険運転致死傷罪」適用 懲役２３年（過去最も重い量刑）  

（２）愛知飲酒４人死亡事故（飲酒運転でタクシーに衝突し、６人を死傷させた事故）の控訴審判決言

渡し（Ｈ19.12.25） 
    一審の懲役６年（業務上過失致死傷罪）を破棄 

        「危険運転致死傷罪」適用 懲役１８年（上告中） 
 
（３）福岡３幼児死亡事故（追突されたＲＶ車が海に転落し幼児３人が死亡） 
＜一審の判決（Ｈ20.1.8言渡）＞ 
「危険運転致死傷罪」適用せず 

   →高度な酩酊状態ではない。 
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だったとは認められない。 

⇒危険運転成立のハードル高い！ 
業務上過失致死傷の併合罪では最高刑の懲役７年６月を言渡し（求刑懲役２５年） 

＜控訴審の判決（Ｈ21.5.15言渡）＞ 
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「危険運転致死傷罪」適用 
脇見ではなく、飲酒の影響で前方を認識できなかったと指摘し、懲役２０年を言渡し 

                  
 

＜悪質なひき逃げ続発―厳罰化 抑止効果薄い＞  
（1）平成 20年 10月 21日 大阪市北区で会社員をはね、大阪市福島区まで約２．９キロ引きずり会

社員は死亡。無免許で酒を飲み、執行猶予中だったため逃げた。 
→殺人罪と自動車運転過失傷害、道交法違反（ひき逃げ）などで起訴 
 飲酒量の裏づけできず酒気帯び運転での起訴は見送り 

（2）平成 20年 11月 16日 新聞配達の少年（16歳）が軽ワゴン車にはねられ、富田林から河内長
野まで約６．６キロ引きずり少年は死亡。飲酒運転だったため逃げた。 

→殺人罪と道交法違反（ひき逃げ、酒気帯び）で起訴 
    ●ひき逃げの動機＝気づかなかった、気が動転した、飲酒運転だった 怖くなった 車検切れだっ

たなど 
●飲酒立件 量の特定で差あり（逃げ得を許すな） 

    
   第５章 共済とコンプライアンス 

第１ コンプライアンスとは（『実務企業統治・コンプライアンス講義』２０頁） 

１ コンプライアンスとは？  

＝ 企業の社会的責任（ＣＳＲ）の一貫 

形式的な「法令遵守」から「①法令や社会規範の遵守、②倫理的で誠実な企業の活動、 

③そのための企業内における体制の整備」というより広い概念に。 

⇒ 定義「いわゆる法令遵守はもとより、社会の構成員としての企業人、社会人として

求められる価値観・倫理観によって誠実に行動すること、それを通して構成かつ適

切な経営を実現し、市民社会との調和をはかり、企業を創造的に発展させていくこ

と」 

 

２．コンプライアンスの必要性 

① 企業不祥事の多発 

② 企業行動に対する社会意識の変化 

③ 企業における危険意識の増大 

④ 社会的責任を果たす企業に対する評価の向上 

⑤ 行政等による事前規制の見直し 

 

３．日本のコンプライアンスについての問題意識（同書２頁） 

① 日本企業のコンプライアンス体制は確立したか 

② コンプライアンスの実現にもっとも重い責任を負うのは経営者である 

③ コンプライアンスとは制度を整えることではない 

④ コーポレートガバナンスとコンプライアンス 

 

４．コンプライアンスをめぐる誤解（同書２５頁） 

① コンプライアンスは、収益性の要請と矛盾する？ 

② コンプライアンスは、経営資源の浪費につながる？ 

③ コンプライアンスは、取締役にとっての安全弁にすぎない？ 

④ コンプライアンスは、「事なかれ主義」につながる？ 

 

第２ コーポレートガバナンスとは 

１ その意義 

コーポレートガバナンス（企業統治）とは「株主が経営者の行動を規律すること」 

 

２ コーポレートガバナンスをめぐる論点 

① 経営者支配と株主利益の保護 

② 米国におけるコーポレートガバナンス論 

③ 企業不祥事の防止という視点 

④ 企業の収益性・競争力の強化という視点 

資料７ 
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第３ 企業・自治体の不祥事とコンプライアンス 

１．企業・自治体の不祥事 

① 大和銀行代表訴訟事件判決（２０００年６月） 

② 雪印食品、ＢＳＥ対策事業で輸入肉を国産と偽装して申請（２００２年２月） 

③ 西武鉄道、総会屋に対する利益供与事件（２００４年３月） 

④ 三菱ふそう、車輪脱落事故を契機に大型車の欠陥隠し問題が発覚（２００４年５月） 

⑤ カネボウ、旧役人による粉飾決算や不正な裏金捻出等を公表（中央青山監査法人） 
（２００４年１０月） 

⑥ 松下電器、石油温風機事故（２００５年１１月） 

⑦ ライブドア事件（港陽監査法人）（２００６年１月） 

⑧ 村上ファンド事件（２００６年６月） 

ｃｆ．エンロン事件と企業改革法（アメリカ） 

①粉飾決算  

②幹部が不正に関与し多額の利益 

③監査法人も司法妨害で有罪 

 ①会計監査人が監査とコンサル業務の兼務禁止 

 ②証券取引委員会への定期報告資料にＣＥＯ、ＣＦＯの宣誓 

③罰則の強化（最長２０年） 

 

２．近時の不祥事 

①大阪旧芦原病院不正支出事件【補助金等不正支出】（２００６年４月） 

⇒ ０５年１２月、芦原病院は民事再生申立て 

②パロマ、湯沸器不正改造問題（２００６年７月） 

③ソニー、ノートパソコン用電池発火問題（２００６年８月） 

④大阪トヨタ、中古車架空販売（２００６年９月） 

⑤福島下水道工事談合事件【官製談合】（２００６年９月） 

⑥和歌山トンネル工事談合事件【官製談合】（２００６年１０月） 

⑦名古屋移植腎臓廃棄問題（社会保険中京病院）【医療ミス】（２００６年１０月） 

⑧不二家の消費期限切れの材料を使用（２００７年１月） 

⑨ミートホープの牛肉ミンチの品質表示偽装事件（２００７年６月） 

⑩石屋製菓（白い恋人）の賞味期限偽装（２００７年８月） 

⑪船場吉兆の賞味期限切れ商品の販売＋客の食べ残しの使い回し 

⑫赤福の賞味期限偽装（２００７年１０月） 

⑬比内鶏の産地偽装（２００７年１０月） 

⑭マクドナルドの賞味期限切れ商品の販売（２００７年１１月） 

⑮建材性能偽装＋大臣認定不正取得―ニチアス、東洋ゴム工業など（２００７年１１月） 

⑯再生紙の古紙配合率偽装―王子製紙、大王製紙など（２００８年１月） 

⑰野村證券 社員が関与したインサイダー取引（２００８年４月） 

⑱コクヨ、子会社コクヨファニチャーの架空取引（２００８年４月） 

⑲比内鶏産地偽装事件（２００８年５月） 

⑳丸明飛騨牛偽装事件（２００８年６月） 

21 魚秀・神港魚類、中国産うなぎを一色産と偽装（２００８年６月） 

22 グッドウィル日雇い二重派遣問題（２００８年６月） 

23 三笠フーズ汚染米転売問題（２００８年９月） 

 

３．最近の大きな不祥事 

 ①トヨタ自動車の大規模リコール（２００９年～２０１０年） 

   「アクセルペダルの戻りが悪い」という苦情⇒集団訴訟の動きも 

   豊田章男社長の英語での謝罪会見 

⇒その後運転ミスだったことが判明？ 

 トヨタたたき？ 

 ②日本郵政顧客情報１１万件紛失、全国１０５カ所（２０１０年７月） 

   全国９８の郵便局とゆうちょ銀行７店で、顧客情報約１１万件の紛失が見つかったと発表 

    ⇒郵政民営化（小泉・竹中改革）とその逆行（亀井静香路線）との絡みは？ 
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 ③日本振興銀行の銀行法違反（検査忌避）容疑で木村剛前会長を逮捕（２０１０年７月） 

    ⇒竹中平蔵のブレイン、改革の旗頭がなぜ？ 

   ２００９年６月の金融庁の立入り検査の際、木村会長の指示のもと、検査対象の電子メー

ル２８０通をサーバーから意図的に削除し、検査官に対し「メールは担当者の過失で消え

た」などと虚偽の説明をして検査を妨害した疑い。 

 

４．不祥事はなぜ起こるのか 

①企業人の意識の閉鎖性 

②日本的経営システムの限界 

③トップマネジメントの指導力不足 

④法律解釈の変遷 

⑤自由で透明な市場に対する国民の渇望 

 

５．防止策 

①意識改革の必要性 

②隠蔽体質の除去 

③原因の究明と再発防止への努力 

④管理・監視体制の整備 

⑤開かれた組織の必要性 

 

６．コンプライアンスをめぐる現在の状況 

①企業を見る社会の眼は厳しさを増している 

②ステークホルダー（利害関係者）と企業との関係も変化している 

③企業にとってのコンプライアンス上のリスクは著しく増大している 

 ④トヨタリコール問題を見ると、問題はもっと複雑？ 

 

７．飲酒運転と懲戒解雇（就業規則で明文化することの可否） 

 

第４ ＣＳＲとは 『現代法律実務の諸問題 平成１７年度研修版』１０７３頁） 

１ 今のトレンドはＣＳＲ？ 

ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）＝ 企業の社会的責任 

 

２ コンプライアンスの三種の神器 

①コンプライアンスマニュアル 

②コンプライアンスオフィサー（責任者）をセットして完了・・・ 

③コンプライアンスホットライン（通報体制）⇒それだけでは「仏つくって魂いれず」 

 

３ ＣＳＲはコンプライアンスをきちんとしたうえでの次のテーマ（その逆はありえない） 

 

４ ステークホルダーの拡大、グローバル化 

ステークホルダーとは、株主、投資家、従業員、取引先、顧客など企業と利害関係を有する者

の総称 

⇒さらに「地域」や「社会」も広い意味でのステークホルダーに含まれる。 

 

 

第６章 映画から学ぶ人間あれこれ（総論） 
第１ 私と映画 

１．小学時代（１９５５～６１年）――『にあんちゃん』（５９年） 

２．中学・高校時代（１９６１～６７年） 

 ①３本立て５５円（洋画＋日活）、 

②学校推薦（『ベン・ハー』など）、③試写会時々 

３．大学時代（１９６７～７１年） 

 ①時々、名画座系（３本立て１５０円？） 

②日活ロマンポルノ 

４．司法修習生――深夜映画＋ビデオ数台（年末年始） 

資料８ 
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５．超多忙時代――    〃 

６．自社ビル移転、ホームページ開設（２０００～１０年） 

①映画評論執筆開始 

②今や年間３００本『シネマ１～２４』出版 

 ・『シネマルーム５・１７』―中国映画６６本＋８３本 

 ・『シネマルーム８・１９』―韓国映画２２本＋２７本 

７．私が映画が好きな理由・・・？ 

８．映画検定――キネマ旬報社・キネマ旬報映画総合研究所主催 

 ・『「映画検定」公式テキストブック』 

 ・『「映画検定」公式問題集』 

・４級合格（０６年７月） 

・３級合格（０７年１月） 

 

第２ 私の１本・私のベスト５ 

１．私の１本――『サウンド・オブ・ミュージック』（高３） 

２．私のベスト５ 

洋画              

①『風と共に去りぬ』（３９年）          

 ②『ウエスト・サイド物語』（６１年） 

  ③『卒業』（６７年） 

 ④『太陽がいっぱい』（５９年） 

  ⑤『さらば、わが愛／覇王別姫』（９３年） 

 邦画 

  ①『砂の器』（７４年） 

②『幸福の黄色いハンカチ』（７７年） 

③『人間の條件』（５９～６１年） 

④『蒲田行進曲』（８２年） 

⑤『誰も知らない』（０４年） 

 

第３ 坂和流なぜ？なぜ？なぜ？ 

１．なぜ映画が面白いか？ 

 ①人間の本性に迫る、②人生の縮図、③知らないことを体験、④歴史や恋愛の勉強、 

⑤夢と希望、元気の素 

２．なぜ映画評論を書くか 

 ①書かないと忘れる、②書くことによって感動を記録、③他者との議論のネタ、 

④読者にも夢と希望と元気を与える 

３．映画から何を学ぶ？ 

 ①人の生き方、恋のやり方、②歴史、③法律、④医学、⑤その他 

４．何が好きか？ 

 ①人それぞれ、②必ず好きなジャンルあり 

５．映画評論の何が面白いか？ 

 ①映画の話題は老若男女に共通 

②人間の本音に早く迫れる。本性が早く見れる、 

③異なる意見、見方、感性を知る 

６．こだわりがわかる！ 

 ①私のこだわりは？②あなたのこだわりは？③面白い人がたくさん・・・ 

 

第４ 坂和流映画評論の特徴（ユニーク性） 

１．弁護士の視点 

 ①法廷のあり方、②各種の法律上のテーマ、③その他（危機管理のシステム） 

２．都市法政策の講義、都市問題の実践からみる視点 

 ①都市・住宅政策、②公害 

３．歴史大好き人間の視点 

 中国、韓国、ヨーロッパ中世 

４．文学大好きの視点 

資料９の１、２ 

資料１０ 
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５．戦争映画検討の視点 

６．日本人論構築の視点（西欧や中国との対比） 

７．恋愛大好き、ピュアな少年の視点（？） 

８．エロおやじの視点 

９．時事問題検討の視点 

 

第７章 映画から学ぶ人間あれこれ（各論） 
第１ 映画から学ぶ示談交渉 
（１）ヤクザ対策・・・『ミンボーの女』 
（２）交渉力・・・『交渉人』（９８年）、『プルーフ・オブ・ライフ』（００年）、 

『ホステージ』（０５年）、『交渉人真下正義』（０５年）、 
（３）保険金請求・・・『疑惑』（８２年）、『黒い家』（０７年） 

 
第２ 映画から学ぶ裁判 
１．陪審映画あれこれ 
（１）アメリカの陪審制度 
・『十二人の怒れる男』（５７年） 
・『アラバマ物語』（６２年） 
・『ニューオーリンズ・トライアル』（０３年）（産経０４．２／１３） 

（２）日本の裁判員制度 
・『１２人の優しい日本人』（９１年）、 
・『裁判員―決めるのはあなた』（０３年）（シネマ３、３３０頁） 

（３）これはショック、 
ロシア版『１２人の怒れる男』（０７年）（シネマ２１、２１５頁）（日日０８．９／６） 

２．法廷モノ・弁護士モノ映画あれこれ  
（１）アメリカ 
・『ザ・ファーム 法律事務所』（９３年） 
・『依頼人』（９４年） 
・『レインメーカー』（９７年） 
・『エリン・ブロコビッチ』（００年）（シネマ１、３６頁） 
・『ジャスティス』（０２年）（シネマ２、１９４頁） 
・『フィクサー』（０７年）（シネマ１９、２３８頁）（日日０８．４／１２） 

（２）日本 
 ・『事件』（７８年）（シネマ１０、５２頁） 
・『疑惑』（８２年）（シネマ１０、３３頁） 
・『それでもボクはやってない』（０６年）（シネマ１４、７４頁）（産経０７．１／１９） 
・『ＨＥＲＯ』（０７年）（シネマ１６、１５１頁） 

３．死刑映画あれこれ 
（１）死刑制度・廃止論 
 ・『ザ・ハリケーン』（９９年）（シネマ１、４１頁） 
・『ライフ・オブ・デビット・ゲイル』（０３年）（シネマ１、３８頁） 

（２）死刑囚と看守 
 ・『グリーンマイル』（９９年）（シネマ１、３４頁） 
・『チョコレート』（０１年）（シネマ２、４３頁） 

（３）死刑囚との面会 
・『私たちの幸せな時間』（０６年）（シネマ１３、９９頁） 
・『ブレス（息／ＢＲＥＡＴＨ）』（０７年）（シネマ１９、６１頁）（日日０８．５／３１） 
・『接吻』（０６年）（シネマ２０、１２６頁） 

（４）刑務官 
・『１３階段』（０３年）（シネマ２、２２０頁） 
・『休暇』（０８年）（シネマ２０、１４２頁）（日日０８．６／７） 

４．映画からみる法律上の論点あれこれ 
（１）保険金詐欺 
・『黒い家』（９９年）（シネマ１、８７頁） 
・『黒い家』（０７年）（韓国映画）（シネマ１９、８８頁）（日日０８．４／１９） 

資料１１、産経１ 

日日１ 

日日２ 

産経２ 

日日３、４、５ 
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（２）二重処罰の禁止 
  ・『ダブル・ジョパディー』（９９年）（シネマ１、３８頁） 
（３）加害者家族の保護 
  ・『誰も守ってくれない』（０８年）（シネマ２２、２５８頁） 
 
第２ 映画から学ぶ医療―医療と裁判の接点 
１．医療従事者必見の映画 
・『白い巨塔』（６６年） 
・『ブラック・ジャック』 
・『パッチ・アダムス』（９８年） 
・『チーム・バチスタの栄光』（０８年）（シネマ１８、１２９頁）（日日０８．２／１５） 
・『ジェネラル・ルージュの凱旋』（０９年） 
・『わるいやつら』（８０年）（シネマ１０、２２頁） 
・『背徳のメス』（６１年）（シネマ１０、４５頁） 

２．安楽死・尊厳死 
・『ミリオンダラー・ベイビー』（０４年）（シネマ８、２１２頁） 
・『海を飛ぶ夢』（０４年）（シネマ７、１９７頁）（産経０５．３／２５） 

３．医療保険制度 
・『ジョンＱ』（０２年）（シネマ２、１３７頁） 
・『シッコ』（０７年）（シネマ１５、２６９頁） 
・ＮＨＫ大河ドラマ『いのち』（８６年）―三田佳子主演 

４．優生保護法―人工妊娠中絶 
・『ヴェラ・ドレイク』（０４年）（シネマ８、３３５頁）（産経０５．８／３０） 

５．心神喪失・心神耗弱（鑑定） 
・『３９―刑法三十九条』（９９年）（シネマ１、８６頁） 
・『美しすぎる母』（０７年）（シネマ１９、３６９頁） 

６．認知症・成年後見制度 
・『きみに読む物語』（０４年）（シネマ１１２頁） 
・『私の頭の中の消しゴム』（０４年）（シネマ９、１３７頁） 
・『そうかもしれない』（０５年）（シネマ１２、３４３頁） 
・『博士の愛した数式』（０６年）（シネマ１０、１７７頁） 
・『明日の記憶』（０６年）（シネマ１０、１７２頁） 
・『アウェイ・フロム・ハー 君を想う』（０６年）（シネマ２０、８２頁） 

７．クローン人間 
・『アダムー神の使い 悪魔の子ー』（０４年）（シネマ１２、１０８頁） 
・『アイランド』（０５年）（シネマ８、１３６頁） 
・『バイオハザードⅢ』（０７年）（シネマ１６、４２３頁） 

８．臓器移植 
・『闇の子供たち』（０８年）（シネマ２０、１５３頁）（日日０８．８／２） 
・『孤高のメス』（１０年） 

 ・『私の中のあなた』 
 
第３ 映画から学ぶ飲酒運転・ひき逃げ 

１ 『０（ゼロ）からの風』（０７年）（シネマ１５ ２１４頁）   

（みどころ） 

７月３日の交通事故に関する講演会のネタを兼ねて、この問題提起作をしっかりと鑑賞！ 

２００１年の危険運転致死傷罪の創設は、１９歳の一人息子を奪われた母親の行動から・・・。 

他人ゴトには我関せずの風潮が蔓延する中、やはり社会を変えるには行動しなくっちゃ・・・。

そしてまた、商業映画を楽しむのもいいが、飲酒運転・暴走運転撲滅のため、たまには広い社

会的視点からこういう映画を応援しなくっちゃ・・・。 

（坂和総合法律事務所のホームページより抜粋） 

 

    ２ 『帰らない日々』（０７年）（シネマ２０ １３３頁）（日日０８．８／２３） 
     

（あらすじ） 
        大学教授のイーサンは息子をひき逃げ事故で失う。妻のグレース、娘のエマそれぞれが事故

資料１２の１～４

資料１３ 

資料１４の１、２ 

日日６ 

産経３ 

産経４ 

日日７ 
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は自分の責任だと思い込み、哀しさのあまり家族の心は離ればなれに。犯人探しは遅々として

進まず、父親は弁護士に調査を依頼するが、事件を担当する弁護士（ドワイト）こそ犯人だっ

た。 
加害者 弁護士、妻とは離婚 息子が一人 息子とともにレッドソックスファン。 
週一度の面接日を利用して野球観戦。息子を母親のもとに送り届ける途中の事故 
ひき逃げ・・・「状況からすれば１０年」「たった１０年・・・？ 
被害者の悲劇・・・①遺族 ②被害者 ③看護者 
加害者の悲劇・・・再三自首しようとしたが、弁護士だったため信用されず。 
クライマックス・・・イーサンＶＳドワイト  ⇒ 銃社会  

 

（みどころ） 

ひき逃げにより最愛の息子を失った家族を襲う悲劇とは・・・？そして、調査を依頼した弁

護士が、ひき逃げ犯だと知ったら・・・？そんなすごい設定の中で提示される、被害者側の

みならず加害者側の苦悩を味わう中で、交通事故撲滅への決意を固めたい。私は弁護士とし

てのそんな視点からこの映画を鑑賞し、講義用のネタ・教材として使うことを決めたが、さ

てその効用は・・・？（坂和総合法律事務所のホームページより抜粋） 
 

第４ 映画から学ぶ専門家の役割・偽装国家からの脱却 

（１）『不撓不屈』（０６年）（シネマ１１ ２０５頁）（産経０６．６／９） 

ｃｆ．公認会計士――中央青山監査法人（カネボウ）、湊陽監査法人（ライブドア） 

   建築士――姉歯元一級建築士（耐震強度偽装問題） 

（２）企業戦士 
『金融腐蝕列島・呪縛』（９９年） 
『ＣＥＯ（最高経営責任者）』（０２年） 

『燃ゆるとき』（０６年） 

『沈まぬ太陽』（０９年）（日日０９．１０／１７） 
   『エンロン』（０５年・アメリカ） 

ｃｆ「運び屋」・・・『トランスポーター』（０２年）『トランスポーター２』（０５年） 
ルール①契約厳守、ルール②名前は聞かない、ルール③依頼品は開けない 

 
第５ 映画から学ぶ人間の心情 
（１）交通事故による人生の転換 
『２１グラム』（０３年）、『クライモリ』（０３年）、『シービスケット』（０３年）、 
『忘れえぬ想い』（０３年）、『５０回目のファーストキス』（０４年）、 
『四月の雪』（０５年）、『サッド・ムービー』（０５年）、『連理の枝』（０６年）、 
『絶対の愛』（０６年）、『幸福な食卓』（０７年）、『天国は待ってくれる』（０７年） 
（２）映画から学ぶ公と私 
『プライベート・ライアン』（９８年）（法苑１２０号） 

『梟の城』（９９年）（法苑１２０号） 

 （３）映画から学ぶ挫折・再生・孤独・不条理ｅｔｃ 

  『ある愛の風景』（日日０７．１２／２８） 

  『罪とか罰とか』（日日０９．２／２８） 

  『愛のむきだし』（日日０９．３／７） 

  『クリーン』（日日０９．９／２６） 

  『空気人形』（日日０９．１０／３） 

  『アンナと過ごした４日間』（日日０９．１０／３１） 

  『ブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない』（日日０９．１１／２１） 

  『ぼくの大切なともだち』（日日０８．６／２８） 

 

第６ 映画から学ぶあれこれ（その他） 

１ 映画から学ぶコンプライアンス 

（１）『金融腐敗列島・呪縛』（９９年）（法苑１１９号） 

（２）『ＣＥＯ（最高経営責任者）』（０２年）（シネマ１７ ３３５頁） 

（３）『エンロン』（０５年）（シネマ１２ ３７８頁） 

 

資料１５の１、２ 

資料１６、１７、１８ 

日日８ 

日日９～１６ 
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２ 映画から学ぶ公務員改革 

（１）『県庁の星』（０５年）（シネマ１０ １６０頁）（産経０６．３／３） 

（２）『歓喜の歌』（０７年）（日日０８．２／１）（日日０８．２／１） 

 

３ 映画から学ぶ藩政改革（政治改革と財政改革）ＶＳ日本国（小泉改革）、大阪府（橋下改革） 

（１）『椿三十郎』（０６年・日本）（シネマ１６ ２７頁） 

―黒澤明監督の『椿三十郎』（６２年）のリメイク 

（２）『山桜』（０８年・日本） 

 

４ 映画から学ぶ企業内セクハラ防止策 

（１）『燃ゆるとき』（０６年）（シネマ９ １９６頁） 

（２）『スタンドアップ』（０５年）（シネマ９ １８６頁） 

 

５ 映画から学ぶヘッドハンティング・新人教育 

（１）『ヘッドハンター』（０４年）（シネマ９ ２１１頁） 

（２）『リクルート』（０３年）（シネマ４ １１１頁） 

（３）『スパイ・ゲーム』（０１年）（シネマ１ ２３頁） 

（４）『ハンテッド（ＴＨＥ ＨＵＮＴＥＤ』（０３年）（シネマ３ ２１６頁） 

 

６ 映画から学ぶ武器商人―儲ければいいのか、武器商人は？ 

（１）『ＤＯＭＩＮＯ』（０５年）（シネマ９ ２１６頁） 

（２）『ロード・オブ・ウォー』（０５年）（シネマ９ ２０４頁） 

 

７ 映画から学ぶ危機管理 

（１）『宣戦布告』（０１年）（シネマ２ ２０７頁） 

（２）『日本沈没』（０６年）（シネマ１１ ５０頁）（ＶＳ『ポセイドン』（０６年）） 

 

 

第８章 弁護士あれこれ、法律あれこれ 
第１ 弁護士あれこれ 
１ 司法改革 
（1）弁護士増員問題 

１９９０年までは司法試験合格者は年間約５００名 
１９９０年以降６００→１０００→１５００→３０００と増員の予定 
しかし、１５００名でストップ 

（２）弁護士の就職難はここまで深刻 
１．昔 ボス弁・イソ弁、 
２．その後、パートナー弁・アソシエイト（勤務弁護士） 
３．現在 ノキ弁、ソクドク（即時独立） 
     →弁護士急増のため、新米弁護士は就職先なし、仕事なし 

 
２ 法科大学院も深刻な状況 
新司法試験の合格率は下落の一方 

（当初の見込みは７、８割合格 2010年頃には年間 3,000人合格） 
０６年 ４８％（合格者１００９名／受験者２０９１名） 

      ０７年 ４０％（合格者１８５１名／受験者４６０７名） 
      ０８年 ３３％（合格者２０６５名／受験者６２６１名） 
      ０９年 ２７．６％（合格者２０４３名／受験者７３９２名） 
姫路獨協大学法科大学院は２０１１年度以降の院生募集を停止する 
質の低下⇒淘汰（統廃合）は不可欠 

 
３ 司法修習生の給費制廃止（２０１０年１１月） 
 司法試験に合格して司法修習を受ける１年間、修習生は公務員と同様の身分が保障され、給与

が支払われる。裁判所法の改正で２０１０年１１月から給費制は廃止され、月額１８～２８万

円の貸与制になる。返済は修習が終了した５年後から１０年間。修習生には専念義務が課され、

資料１９ 

産経５ 

日日１７ 
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アルバイトは禁止されている。 
  →現在弁護士が維持を訴える活動を展開 
   新人弁護士や修習生が全国組織を設立 
   背景には、新人弁護士の半数以上が法科大学院の奨学金などで平均３００万の借金、一部

は弁護士になってもほとんど収入がない実態がある 
 
 
３ 交通事故の損害賠償の処理の難しさ   
（1）しゃべり弁ＶＳ書き弁 （2）書面書き能力＋証人尋問能力 （3）依頼者の説得力 
（4）ややこしい相手方との交渉能力 
４ 裁判員制度施行１年―現状と課題 
２００９年５月２１日施行 
２００９年８月３日東京地裁で第１号事件 
２０１０年３月２日鳥取地裁→無期懲役の判決 

 ２０１０年６月２２日千葉地裁での覚醒剤密輸事件→初の全面無罪判決 
 １年目 計１４２件、８２８人が裁判員となった 

 
 
第２ 法律的なものの考え方アラカルト 
１ 証拠による事実認定 
 「水を入れたコップがある。ここに葉っぱを入れたら浮き、石を入れたら沈む」という言い方は 
正しいか？ 

２「疑わしきは罰せず」の考え方とオウム事件 
３「少年法の理念」と近時の少年による凶悪犯罪 
４ 陪審制と裁判員制度 
（1）市民の義務 市民から選ばれた陪審員・裁判員（裁判員は無作為に抽出された素人） 

 （2）法廷での証拠のみに基づいて判断 
 （3）職業裁判官との優劣  
５ 被害者参加制度 
６ 損害賠償命令制度 

              以上 


